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第１節　消 防 広 域 化

４市３町（沼津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町及び清水町）による駿東

伊豆消防本部（駿東伊豆消防組合）の運営経費の一部を負担した。

第２節　消　　防　　団
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２　団 員 数

⑴　定　　　　員

999人
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３　主な訓練等

⑴　消防団員の技術の向上、規律の保持を図るための基本訓練及び実災害を想定した実践的な

訓練として、方面隊演習を実施した。

⑵　各分団により、火災予防運動期間中に地域の防火広報活動を実施した。

⑶　消防団員の知識及び技能の修得のため、静岡県消防学校に、団員11人を派遣した。

４　消防団車両・消防団詰所

⑴　第７・34分団の消防ポンプ自動車２台を更新した。

⑵　消防団の活動拠点となる詰所の修繕を行った。

５　消防団協力事業所表示制度

事業所の消防団に係る貢献度を社会的に評価するとともに、消防団と事業所等の連携及び協

力体制を強化し、消防・防災体制の充実、強化等の一層の推進を図るため、消防団の活動に積

極的に協力している事業所等に対し、新規３件、継続８件を消防団協力事業所として認定した。

令和７年３月31日現在の認定数は26件であった。

⑵　ブロック隊別団員数
（単位　人）

団本部・ブロック隊名 定　　員 実　　員

団 本 部 69 64

中 央 ブ ロ ッ ク 隊 158 98

南 部 ブ ロ ッ ク 隊 311 266

北 部 ブ ロ ッ ク 隊 237 166

西 部 ブ ロ ッ ク 隊 129 91

戸 田 ブ ロ ッ ク 隊 95 72

計 999 757

（令和７年３月31日現在）
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第３節　消　防　施　設

１　水 利 施 設

耐震性貯水槽（40㎥）１基、消火栓３基を設置した。
（単位　基）

年　度 防火貯水槽 消　火　栓 消 防 井 戸 プ　ー　ル

6 613 3,257 166 51

5 612 3,254 166 52

６　消防団応援の店制度

「消防団応援の店制度」は、消防団の福利厚生の充実による消防団員の確保及び地域防災力の

向上を図ることを目的として、市内にあるサービス業などの店舗等が、消防団員及びその同伴

者に対して、一定のサービスを提供するものであり、令和７年３月31日現在の登録数は107件

であった。

７　消防操法大会

消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を目的として、静岡県消防操法大会に13年ぶりに出

場した。

２　消防庁舎整備

ＰＦＩ方式により整備した消防施設（消防本部・北消防署）の買取と維持管理業務を実施し

た。




